
裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して

最高裁判所に申出がなされた不服の処理状況

（平成29年4月1日～平成30年3月末日）

1 不服の総処理件数

103件

2長官決裁による処理

1件

3局長等による専決処理状況

(1)処理件数 102件

（2）処理結果

監督権不行使 102件

（3）概要：別添のとおり

（局課別内訳）

総務局3件，民事局28件，刑事局34件，行政局25件，家庭局12件

（態様内訳）

裁判事務関係 92件，司法行政事務関係 10件

（4） 特徴的態様

態様の内訳としては，裁判事務関係の不服が全体の約90パーセントを占め

る。また申出人の類型としては，事件当事者からのものが約93パーセントを

占める。



(別添）

裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して最高裁判所に申出がなされた不服の専決処理等
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可裁判の当事者から司法行政事務を対象として申出のあったもの
■裁判の当事者以外から司法行政事務を対象とじて申出のあったもの 13



66

67

68

69

70

園裁判の当事者から司法行政事務を対象として申出のあったもの
團裁判の当事者以外から司法行政事務を対象として申出のあったもの 14

担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処理類型 処理結果 備考

行政局 当事者 裁判事務 裁判官

口
・
口
一
一

H29.5.17 局長等専決 監督権不行使

行政局 当事者 裁判事務 裁判官
■■■

H29.5.30 局長等専決 監督権不行使

行政局 当事者 裁判事務 書記官 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ H29.5.31 局長等専決 監督権不行使

行政局 当事者 裁判事務 裁判官 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ H29.6.2 局長等専決 監督権不行使

行政局 当事者 裁判事務 裁判官
‐
｜ H29.6.2 局長等専決 監督権不行使｜

・



不服の内容 処理日 処理類型 処理結果 備考担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員

局長等専決 監督権不行使裁判官当事者行政局 裁判事務 H29.6.67 1
I

局長等専決 監督権不行使I当事者 裁判官 H29.6.7行政局 裁判事務7 2

局長等専決 監督権不行使労働審判員 I行政局 当事者 裁判事務 H29.6.267 3

局長等専決 監督権不行使当事者 裁判官 ◆

Ｌ

■

■

■

■

Ｂ

ｒ行政局 裁判事務 H29.7.28
１
Ｊ
』74

局長等専決 監督権不行使当事者 裁判官 I行政局 裁判事務 H29.8.47 5

’

■裁判の当事者から司法行政事務を対象として申出のあったもの
■裁判の当事者以外から司法行政事務を対象として申出のあったもの 15



担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処理類型 処理結果 備考

ﾛ ■ E E

■

1 1 1 1

I I I I l

ｌｌｌｌｌｌ
ロ

当事者行政局 裁判官裁判事務76 ｝ 局長等専決 監督権不行使H29.8.21

ﾛ ﾛ I

1 1 1 I

■ ■

『 ロ

ﾛ ﾛ Ⅱ

I Ⅱ ロ

ざ

裁判事務
1 1 1

行政局 当事者 労働審判員77 局長等専決
１
Ｊ 監督権不行使H29.8.31 I

1 1 1
I l l I I

1 1 1 1 ’ I

1 1 1 】

ﾛ ﾛ 1 1 Ⅱ

D ロ ロ
I D ロ ﾛ

Ｉｌｌｌｌ

1 1 1 0

当事者行政局 裁判事務 裁判官 I 局長等専決 監督権不行使78 H29.9.14

ロ ロ 0

I q ﾛ ﾛ

１１１１

｜ 1 1 1
U 1l Ⅱ

行政局 当事者 裁判官裁判事務79 】 局長等専決 監督権不行使H29.9.28 I
●●

ﾛ ﾛ ■ ｡

Ⅱ I ロ

1 1

ロ
■
■
Ⅱ
Ⅱ
■

■

■

■

■

■

■

の

■
Ⅱ
日
■
８

画
■
■
■
■

I
行政局 当事者 裁判官裁判事務80 局長等専決 監督権不行使H29-10.17’

｝

職判の当事者から司法行政事務を対象として申出のあったもの
．裁判の当事者以外から司法行政事務を対象として申出のあったもの 16



担当局課 不服の内容申出人類型 対象事務 対象職員 処理日 処理類型 処理結果 備考

ｌｌｌｌｌｌ
Ⅱ

I
n l ロ

I
行政局 当事者 裁判官裁判事務 局長等専決 監督権不行使81 H29.11.30

Iロ

I l I I

ロ

I

１１１１

当事者 局長等専決 監督権不行使行政局 裁判事務 裁判官 I82 H29.12.19
1 1 1 1

I ロ ロ ロ ロ ロ ロ

ﾛ ﾛ Ⅱ

■ ■ ■ ■ ､

I

１１１１

■ ■ ◆

対象職員は裁判官及び書記
官

I
局長等専決 監督権不行使行政局 当事者 その他裁判事務 H30.1.1083

P
I D I

B

ロ ロ I

対象職員は裁判官及び書記
官

1
「

I
当事者 局長等専決 監督権不行使行政局 裁判事務 その他84 H30.1.11

ﾛ ロ

1 1 】

ﾛ ﾛ

1 1

行政局 当事者 裁判官 局長等専決 監督権不行使裁判事務
F 一

）85 H30.1.17

1 1

■裁判の当事者から司法行政事務を対象として申出のあったもの
．裁判の当事者以外から司法行政事務を対象として申出のあったもの 17



■ ■

担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処理類型 処理結果 備考
1 1 1

I I I I I
■ ■ ■

I I I I U

l l l I I I I I

行政局 当事者 裁判官裁判事務86 ） 局長等専決 監督権不行使H30.1.19
g ﾛ ﾛ ﾛ ﾛ ﾛ

I

『

1 1 1

ﾛ ﾛ ､ ■ ■

I
1 1

■

｝
行政局 当事者 裁判事務 裁判官87 局長等専決 監督権不行使H30.2.7 I）

－

1 1 I

対象職員は裁判官及び書記
官

】

I
行政局 当事者 裁判事務 その他 局長等専決 監督権不行使88 H30.2.13

■■■■■

１１１１

1 1 ， 1

ＩＩＩｌｌｌ

対象職員は裁判官及び書記
官

】

I
行政局 当事者 裁判事務 その他89 局長等専決 監督権不行使H30.2.16「

一

一

『

I ロ ロ Ⅱ

ロ ロ 0

１１１

I
■

行政局 当事者 裁判官裁判事務90 局長等専決 監督権不行使H30.3.1１
〕

■ ■ ﾛ

1 1

１１１

■裁判の当事者から司法行政事務を対象として申出のあったもの
■裁判の当事者以外から司法行政事務を対象として申出のあったもの 18



担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処理類型 処理結果 備考

1 1

I I I I

家庭局 当事者 書記官裁判事務91 局長等専決 監督権不行使H29.4.28－－

I

ト
1

」

’
一

■
空
■
二
一
一
函

｝

家庭局 その他 裁判官司法行政事務 局長等専決92 監督権不行使１
１

H29.7.3

｜ ｜
’■

’
4 ■

‐ 〃

「
〕

家庭局 当事者 裁判事務 裁判官 局長等専決 監督権不行使93 H29.7.3

P
1 1 1

1 1
『

０
■
Ｉ家庭局 当事者 裁判事務 裁判官 局長等専決 監督権不行使94 H29.7.28

）

▲ D
I
D

I I L

■ ■

家庭局 弁護士 裁判事務 裁判官 局長等専決 監督権不行使95 ｝ H29.8.16

’

I
､

F裁判の当事者から司法行政事務を対象として申出のあったもの
■裁判の当事者以外から司法行政事務を対象として申出のあったもの 19



担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処理類型 処理結果 肺考

I ’ 1 1 ｡

１
１
１

l ロ I
■ ■ ﾛ 旧

監督権不行使家庭局 当事者 事務官 局長等専決司法行政事務96 H29隆11．2

１
Ｊ

■ ■

I I I l l

－１１１

r

」

局長等専決 監督権不行使家庭局 当事者 裁判官 －－1裁判事務 H29.12.2797
I

１１１１１１１

ロ

l ロ ロ

。 I

１
０

局長等専決 監督権不行使家庭局 その他 裁判官裁判事務 H30.2.798
I

｝
●ｌｌｌｌｌｌ

ﾛ ■ ■

ﾛ ﾛ ﾛ

１
１ 局長等専決 監督権不行使家庭局 弁護士 調停委員裁判事務

rPF

H30.2.1399
１
１

1 1 1

I
l ■ ■

■ ■ ■ ■ B ■

■ ■

1 1 1 1 1

Ｉ
１
ｊ

対象職員は,書記官.事務
官及び調停委員

局長等専決 監督権不行使家庭局 当事者 その他裁判事務
r

凸
H30.2.13100

I

’

罰裁判の当事者から司法行政事務を対象として申出のあったもの
■裁判の当事者以外から司法行政事務を対象として申出のあったもの 20



1 1

対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処理類型 処理結果 備考担当局課 申出人類型
I

ｌｌｌｌｌｌｌ

１１１１
■ ■

D I I 1 1

－

▲

司 局長等専決 監督権不行使家庭局 当事者 裁判官裁判事務 H30.3.7101

］
1 1 1 I Ⅱ

1 1

1 1 1
1 1 I

１１１１１

ｌ
Ｄ
０
１

0

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

対象職員は,書記官及び裁
判官

局長等専決 監督権不行使書記官家庭局 当事者 裁判事務 H30.3.29102

■

１
１

■裁判の当事者から司法行政事務を対象として申出のあったもの
■裁判の当事者以外から司法行政事務を対象として申出のあったもの 21



裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して最高裁判所に申出がなされた不服の専決処理等（参考）

担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処理類型 処理結果 備考

一
－
１

－
Ｌ
一
一
一
一
一

■
ｌ
ｌ
Ｄ

民事局 当事者 書記官裁判事務 長官決裁 監督権不行使1 H29.6.5

22


